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会 議 録 

  

１ 会議名 

  令和４年度第８回大島区地域協議会 

２ 議題（公開） 

 １ 報 告 

⑴  「新市建設計画の変更について」の答申に対する通知について 

⑵  「あさひの里田麦ぶなの森園の廃止について」の答申に対する通知について 

２ 協 議 

⑴  大島区地域協議会 住民アンケートについて 

 ３ その他 

⑴  令和４年度冬期道路交通確保除雪計画について 

⑵  第９回地域協議会の開催日について 

３ 開催日時 

  令和４年１１月２４日（木）午後２時から２時５０分まで 

４ 開催場所 

  大島就業改善センター３階 大会議室 

５ 傍聴人の数 

  ０人 

６ 非公開の理由 

  － 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略） 

  ・委 員：飯田國男、飯田多津子、飯田敏郎、内山信、内山元栄、武田昌午、 

武江一義、中村朝彦、丸田新一、丸田松男、山岸久雄、𠮷野健治 

  ・大島区総合事務所：岩野所長、岩野次長、武田市民生活・福祉グループ兼教育・文

化グループ長、総務・地域振興グループ 髙橋班長、佐藤主任 

  ・浦川原区総合事務所：大島建設グループ長 
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８ 発言の内容 

【丸田会長】 

・会議の開会を宣言 

・挨拶 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第２項の規定により、委員の半数以上

の出席を確認、会議の成立を報告。 

・本日の会議録の確認は委員番号４番の内山信委員にお願いする。 

【丸田会長】 

・報告事項（１）「新市建設計画の変更について」の答申に対する通知について及び 

（２）「あさひの里田麦ぶなの森園の廃止について」の答申に対する通知について、

事務局に説明を求める。 

【岩野次長】 

・「新市建設計画の変更について」８月の第５回地域協議会において、諮問があり、委

員の皆さんから協議いただき９月２７日付けで答申した。その答申に対し、企画政

策課から１１月１０日付けで、今後、パブリックコメント、県との法定の協議を経

て、令和５年上越市議会３月定例会に議案として提出する旨通知があった。 

・「あさひの里田麦ぶなの森園の廃止について」９月の第６回地域協議会において、諮

問があり、１０月２６日付けで答申した。その答申に対し、農林水産整備課から１

１月７日付けで、上越市議会１２月定例会に所要の条例案を提出する旨通知があっ

た。 

【丸田会長】 

・事務局の説明に対し、質疑を求めるもなし。 

・協議事項（１）大島区地域協議会 住民アンケートについて、事務局に説明を求め

る。 

【岩野次長】 

・９月の勉強会において、素案を検討していただいた。地域協議会が主体的に取り組

むということで、地域協議会で協議していただき進めていきたい。 

・資料№３に沿って説明。 

【丸田会長】 

・事務局の説明に対し、質疑を求める。 
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【山岸委員】 

・６今後のスケジュールで確認したい。１２月上旬から中旬に全戸配布となっている

が、市の配布文書が下旬だと思う。その文書とは別という考え方でよいか。 

【岩野次長】 

・１１月の配布文書に間に合えばよかったが、スケジュールが間に合わなかった。そ

のため１２月に配布させていただく。 

・１２月下旬の文書配布に合わせて配布していただいても良いし、その前に配布して

いただいても良いと考えている。 

・回収については１月２０日までにお願いしたい。 

【𠮷野委員】 

・配布する大封筒に世帯主の氏名が記載されているとのことだが、町内会長が回収し

総合事務所に届けると、年代等が回答されているため、誰の回答か総合事務所の職

員はある程度分かってしまうと思う。そうなると本音を書けない人もいるのではな

いか。回収する際にもっと適切な方法はないか。 

【岩野次長】 

・個人が特定されてしまうという懸念はあると思うが、大封筒は配布、回収しやすく

するためということで、このようにさせていただいた。個別の封筒には名前は記載

していない。回収した際に、大封筒を開けて小封筒を大きな箱に入れるので個人は

特定できない。 

・それでも不安に思う人もいるかもしれないが、公務員は守秘義務があるので、その

辺を徹底しながら実施したいと思うので、ご理解願いたい。 

【𠮷野委員】 

・やり方については了解したが、そのやり方をここでお尋ねしたから分るが、配布文

書の中から読み取れるような表記をどこかに表示できるか。「回収したアンケートを

このように取り扱いします。」というような記載はできるか。 

・やはりプライベートの部分が漏れてしまうと思う人もいるのではないか。そのため

にも封筒や文書で周知することはできるか。 

【岩野次長】 

・町内会長への依頼については、そのような表記もできると思う。𠮷野委員が心配さ

れているのは、個人のご家庭の話かと思うが、アンケート用紙に記載するのは難し
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いので、封筒に記載する方向で検討したい。文書を別紙で入れることも可能である

が、文書を見ない場合も考えられるので、封筒に記載したい。 

【𠮷野委員】 

・封筒に分かりやすく書いてあれば、皆さんに疑念を持たれないと思うし、アンケー

ト用紙が５ページなので、１ページ目にその文章を記載して、２ページ目からアン

ケートでも良いと思う。 

・何らかの方法で、つまらぬ疑念を抱いて回収に支障をきたさないように、検討いた

だきたい。 

【岩野次長】 

・今ほど印刷という提案をさせていただいたが、世帯主名を貼っていない大きな回収

用封筒を入れるのも一つの方法かと思う。 

・方法については事務局で検討させていただいて、取り扱いを十分注意したい。 

【岩野所長】 

・今ほどアンケートの配布と回収の意見があったが、この後行われる勉強会でアンケ

ートの内容について協議いただくが、できればアンケートの配布及び回収について

もご意見をいただいて、よりよい方法を検討いただきたいと考えている。 

・あくまでも地域協議会名で発出するので、そこも含めてより良い形を決定していた

だきたい。 

【丸田会長】 

 ・配布するときは、確実に本人に渡すのか。ポストに入れても良いのか。 

【岩野次長】 

・各世帯に届くというのが大前提である。住民アンケートは、各町内会長から各班長

へ配られて、班長が各世帯に配られると思う。配布物と一緒に配るか、ポストに入

れるか。その辺は町内会長へ一任したい。確実に配布してほしいという思いもある

ので、できたら手渡しがよいと思う。なかなか会えない世帯については、郵便と一

緒でポストに入れることになると思う。 

【丸田会長】 

 ・ずっと留守にしている世帯への配布は町内会長へ一任でよいか。 

【岩野次長】 

・そのとおりでよい。 
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【丸田会長】 

 ・回収に関しては強制ではないので、回収できない場合は問題ないということでよい

か。 

【岩野次長】 

・そのとおりでよい。 

【丸田会長】 

・回収した後は、総合事務所に回収箱等設置するのか。 

【岩野次長】 

・町内会長から手渡しで担当者が受け取るようにする。 

・先ほど𠮷野委員が言われたように、世帯主名が書いた封筒が箱の中に入れてある状

態だと個人情報漏洩の可能性が高くなる。また、世帯主名がなくても重要書類であ

る。あくまでも事務局職員に渡すという形がよいと考えている。 

【丸田会長】 

・他に意見を求めるもなし。 

・他に気づいた点があったら、勉強会で発言いただきたい。 

【岩野次長】 

・今ほど住民アンケートの目的や実施方法について（案）として協議していただいた。

この（案）のとおり実施していくということでよいか確認をお願いしたい。 

【丸田会長】 

・承知した。 

・今ほど協議いただいたとおり、住民アンケートの実施について進めてよいか。 

（「はい」の声） 

・それでは（案）のとおり進めていく。 

・次に、その他（１）令和４年度冬期道路交通確保除雪計画について、事務局の説明

を求める。 

【大島建設グループ長】 

・資料№４-１及び４-２について説明。 

【丸田会長】 

・事務局の説明に対し、質疑を求めるもなし。 

・第９回地域協議会の開催日について、１２月２１日（水）時間は午後２時から開催
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としたいが、それでよいか。 

（「はい」の声） 

・他に発言を求める。 

【岩野次長】 

・事務局から情報提供する。 

・上越市大島あさひ荘は、第 4 次上越市公の施設の適正配置計画において、平成 27年

から休止している。温浴施設としての活用が見込めないことから、補助金の処分要

件を精査し、廃止するとしているが、補助金の処分要件に問題がないことから、計

画のとおり令和 4年度末を以って廃止する。また、付帯する上越市大島大山広場も、

今後の活用が見込めないことから、同様に令和 4 年度末を以って廃止することとさ

せていただきたい。 

・次回の 12月の地域協議会において、両施設の廃止を諮問させていただくので、よろ

しくお願いしたい。 

・次に、上越市エネルギー価格等高騰支援金に係る事業説明会について情報提供する。 

・市では、昨今の光熱水費、燃料費及び原材料費の高騰により影響を受けている中小

企業、個人事業主、農林水産事業者等に対し、上越市エネルギー価格等高騰支援金

を支給する。10月の臨時議会で補正予算を提案し、可決されたものである。 

・この支援金は、事業所や個人事業主だけでなく、農産物を販売している個人農家も

対象となる。ただし、確定申告をした人が対象である。 

・大島区では、この支援金の説明会を１２月１４日及び１５日に４地区で行いたいと

考えている。説明会の案内チラシについては、１１月２５日号の広報上越等の文書

配布に合わせて全戸配布している。 

・次に、令和５年上越市新年祝賀会についての案内である。 

・１月４日リージョンプラザ上越にて毎年行っているが、地域協議会委員の皆様から

も参加いただきたい。 

・次に新型コロナウイルスワクチン接種についてである。 

・１１月２６日土曜日に基本的に大島区の住民を対象とした集団接種が大島ふれあい

館で行われる。午前の受付が９時から、午後の受付が１３時からである。対象者に

は接種券と予診票が送付されており、接種時間の案内も送付されている。 

・委員の皆さんに問合せがあった場合はそのように回答いただきたいと思うし、防災
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行政無線でも周知している。 

・また、大島ふれあい館駐車場については、安全確保のために一方通行にしようと考

えている。基本的には郵便局の横から入って、大島ふれあい館の右側を駐車スペー

スとし、細越の県道側に抜けていくことにしたい。この周知については、本日と明

日の防災行政無線で行う。 

・次に、１１月３０日に行われる大島区町内会長連絡協議会についてである。例年、

町内会長連絡協議会では視察研修を行っていたが、今年度は講演会を開催する。地

域づくりに資する講演会ということで、地域協議会委員の皆さんも参加していただ

きたい。 

【丸田会長】 

・他に発言を求めるもなし。 

・それでは、以上をもって第８回地域協議会を閉会する。 

 

 

９ 問合せ先  

大島区総合事務所総務・地域振興グループ ℡：025-594-3101（内線 61） 

                      E-mail：oshima-ku@city.joetsu.lg.jp 

 

１０ その他 

別添の会議資料も併せてご覧ください。 
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